
第5回社会保障審議会年金部会  

平 成19 年 9 月 5 日  

資金運用専門委員会（仮称）の設置について（案）  

厚生労働省年金局  

1．設置の趣旨及び目的  

年金財政については既に財政検証に着手しているが、厚生労働大臣が定める管理運用   

独法の次期中期目標（平成22年度からの概ね5年間）や関係法令に定めた年金積立金の   

運用の基本的枠組みや方向性についても、検討を行う必要がある。  

また、年金積立金の運用においては、平成20年度には財政融資資金預託金の満期償還   

がすべて完了し、年金積立金のほぼ全額が年金積立金管理運用独立行政法人（管理運用   

独法）により管理運用されることとなるほか、本年4月は被用者年金制度一元化法案が   

国会に提出（継続審議）されるなど、年金積立金の管理運用をめぐる環境は大きく変化  

してきている。  

他方、資金運用に係る審議を行っていた年金資金運用分科会が、年金資金運用基金の   

廃止、専門性を高めた年金積立金管理運用独立行政法人の設立を機に廃止された結果、   

現在は積立金の管理運用について専門的に議論をいただく場が審議会には存しない。  

このため、上記のような新たな諸課題について、制度構築等の観点から専門的に議論   

していただくため、金融・資金運用などの経済の専門家を中心とした学識経験者等から   

なる委員会を設置する。  

2．検討課題   

・年金積立金の運用の在り方をめぐる諸課題について   

・財政検証を踏まえた中期目標の見直しについて   

・年金積立金の運用に関する国民・市場参加者等への情報提供等について  等  

3．設置の方法及び会合の名称  

経済前提専門委員会と同様、社会保障審議会年金部会に委員会として設置し、金融・   

資金運用などの経済の専門家を中心とした学識経験者等により構成する。  

委員会の名称は、資金運用専門委員会（仮称）とする。  

4．スケジュール   

・平成19年10月中を目途に第1回会合を開催   

・以後、随時開催   
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年金記録問題への対応  



目途に名寄せを完了。  

○名寄せと並行して、別途、死亡者や一時金受給者の状況等の「5000万件」の記録の内容   

について、民間の専門家チームと連携して解明作業に着手。  

※「1430万件」等についても、「5000万件」に準じて解明作業を進める。  

○今回の名寄せの結果を受けて、「ねんきん定期便」に代えて、すべての年金受給者及び被   

保険者に対して、加入期間及び加入履歴を通知する「ねんきん特別便」を送付。  

送付対象  送付時期   

名寄せの結果、記録が結び付くと思われる方へのお知らせ  19年12月～20年3月目途   

その他すべての方へのお  20年4月～5月目途  

知らせ   
②今後年金を受け取る予定の方   20年6月～10月目途   

○記録が結び付くと思われる方には「確認はがき」「年金加入記録照会票」をあわせて送付。  

○厚生年金被保険者について、経済団体の協力を前提に、事業主経由での送付を検討。  

○平成21年4月から、「ねんきん定期便」を本格実施させる。なお、一定期間及び一定期   

間経過後については、以下の通りお知らせを送付することについて検討する。   

【一定期間内】  【一定期間経過後】  

送付対象者  今回追加する内容   

すべての被   ・加入履歴   

保険者   ・全期間の厚生年金  

の標準報酬月額  

・全期間の国民年金  

の保険料納付状況  

送付対象者   今回追加する内容  

35歳、45歳、58  ・加入履歴  
歳の被保険者   ・全期間の厚生年金の標準報酬月額  

・全期間の国民年金の保険料納付状況  

上記以外の被保  ・直近一年分の厚生年金標準報酬月額  
険者   一直近一年分の国民年金保険料の納付状況   

※従来から送付予定の内容：①加入実績に応じた年金見込額、②加入期間、③保険料納付額の目   

安、④将来の年金見込籠（50歳以上）または年金額の早見表（50歳未満）  

○今年度中に市町村に協力を依頼  し、介護保険の普通徴収者（年金から介護保険料を源泉  
徴収されていない者）に送付する保険料納入告知書に、注意喚起のためのチラシを同封。  

○特殊台帳等との突合せ作業は、平成20年度当初から実施。「国民年金の特殊台帳の記録」から  

突合せを先  行実施。  

○社会保険庁から被保険者記録を提供し、企業年金連合会及び各厚生年金基金において突合せ   
を実施。   



『500¢ 万 悍 j の 舞 曲 記 韓 の 解 明 作 業 に 慧 も彗  

業  後  の  解  明  作  叢  】  

※各分類毎の記録数について定麹戯ま三全量  
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・1次名寄せ  

〔≡霊長琶凱〕  
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5000万件の記録の整理   
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沌寄せ作業後の解明作業）う  く名寄せ譲の記録の分類）   

0名寄せできた記録   

（上記参照）と名寄   

せできなかった記録   

を分類する。   

0名寄せできた記鱒及   
び名寄せできなかっ   

た記録それぞれにつ   

いて年齢別・加入期   

間別の分類を行う，．   

0名寄せできなかった   

記録については、下   
記のいずれかの分類   

となる。  

民間の専門繁子鵬ムと  
適捜した解明作業  

窪）名寄せ以外の年金記   
録から判明する解明   
作業  
・失権者記録による死   
亡者・年金裁定済記   
録の除外   

②死亡・海外居住者数の   
解明作美  
・佳基ネット等の活用   

③名寄せ後のお知らせ   
による解明  
・履歴の送付等による  
記録の発見  

・無年金者へのお知ら  
せによる新たな裁  
定絹求  

∋う年齢別・加入期間別悉   

皆鯛査  
・年齢別に受給資格期   
間と対比した形で加   
入期間別記録を解明   

②r5000万件」の年   

金妃緑の基礎年金番号   
表統合の理由を主因と   
する分轄の整理   

蔓）上記張及び②を魔まえ   

た分類により解明作業   
を開始  

（残された誼録   

の濁度覇明）   

下記の対応によ  

り記頚の内容を  

確設   
○過去勤滞の  

学識帝への   
照会く停年）  

○過去の居所   

の市町村へ  
勒鷹会（牒  

年）   

※その襟束縛さ   

れた記録は次   
のいずれかと   

なる  
・死亡又は海外居住  
・生存者で記鰭内容   

を本人に積級  
・生存するも居所   

不明   

死亡者又は海外居住者  
に係る記録  

過去、年金加入履歴が  

あるが基礎年金番号が  
付番されていない紀韓  

・受給資格期間満た  
さないもの  

・受給資格期間満た  

すもの  
今後とも受給資格期間  
を満たさない記録  

転記書呉り、届出誤り  
・受給資格期間満た  

さないもの   

・受給資格期間満た  

すもの  

今後受給資格期間を満  

たす可能性のある記録  



「ねんきん特別便」と「ねんきん定期便」の関係  
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コンピュータの記録と台帳等との計画的な突合せについて  

H20年1月  4月  H19年7月  
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年金時効特例法の概要  

］．時効に関する特例措置  
（現在の取扱い）  

年金の支払いを受ける権利は、2か月に1度の各支払月から5年経過すると、時効により順次自動的   
このため、当初明らかでなかった年金記録が5年経過後に明らかとなった場合、この記録に基づく年  

額分のうち5年以上前の支払分については、自動的に時効消滅し、受給できない。  

（1）既に年金を受給している方などに関する措置   

○ 既に年金を受給している方・受給するはずだった方（未支給のまま死亡した場合の遺族を含む）について、  
その方の記録が訂正され、年金が増額された場合、その時点で5年の消滅時効が完成していた部分につい  
ても支払うものとする。   
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か （2）今後年金を受給する方に関する措置   

O「ねんきん定期便」による確認呼びかけ等により、現役中から年金記録を適正なものとする。   

○ その上で、今後年金を受給する方の年金支給についても、（1）と同様、5年以上前の支払い分の年金が自   
動的に時効消滅しないよう法律上手当する。  

＊5年以上前の支払分の年金について自動的に時効消滅することとしている会計法の適用除外措置を講じる  

（注）上記措置により支給されることとなる基礎年金に係る国庫負担割合等について所要の規定の整備を行う。   

乙正確な年金記録の整備の責務   

O「政府は、年金個人情報について、被保険者、受給者その他の関係者の協力を待つつ、正確な内容とする  
よう万全の措置を講ずる」旨の責務を定める。  

日   公布の日から施行する。   



年金記録確認第三者委員会と基本方針について  

い・第三者妻麺   

○ 社会保険庁の管理する年金記録に対する国民の不信が高まったことを受け、  

その信頼を回復するため、政府・与成一体となって、包括的力、つ徹底的な対  

昼を行うこととされた。   

○ この中で、年金記録問題の一類型である「保険料を納めた旨の本人の申し   

立てがあるにもかかわらず、保険料の納付の記録がないケース」については、   

幾重省lこ「年金言己録確認第三者委員会」（以‾F「第三者委員会」という。）を   

蓋遷し、個別に、ご本人の立場に立って、御することとされた。   

（注）「第三者委員会」の法律上の位置付けについては、総務省の権限である「各行  

政機関の業務等に関する苦情の申出についての必要なあっせん」に関する諮問機  

関として、総務省組織令に基づき設置されたもの。  

盲二、「基本方弛＿   

○ 第三者委員会が個別のあっせん案を作成するに先立ち、7月10日、総務   

大臣は「年金記録の申し立てに対するあっせんに当たっての基本方針」（7月   

10日決定。以下「基本方針」という。）を取りまとめた。   

○ 第三者委員会によるあっせん案作成は、国民年金に関する事案も厚生年金   

に関する事案も対象とするが、厚生年金の申立人が事業主に保険料を納付し   

ているが事業主が社会保険庁に手続をしていない事案については、下記3．   

のとおり現行制度におけるあっせんに限界があることから、「政府における対   

昼を待って飽⊥とされている。   

（注1）基本方針「第4 その他」一抜粋－  

1）厚生年金において、申立人が事業主に保険料を納付していた事実が認められ  

るが、社会保険庁の記録には納付済とされていない場合の取扱いについては、  

政府における対応を待って検討する。  

（注2）事業主の保険料納付と保険給付との関係については、   

【原則】時効により保険料を徴収できない期間については、保険給付を行わない（厚  

生年金保険法第75条本文）   

【例外】被保険者の資格取得の届出等があった後に、時効により保険料を徴収でき  

なくなった期間については、保険給付を行う（同条ただし書）  

こととされている。   




